
現行計画【第４期地域福祉計画】の進捗状況　（令和４年度実績・令和５年度実績見込）
＜計画期間： 令和元年度～令和６年度＞

個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

＜基本目標１＞　一人ひとりがつながるまちづくり
１－１　人権意識、福祉意識の向上

地域で暮らす一人ひとりが個人の尊厳や
プライバシーを理解しながら、相手を思い
やり、お互いを大切にする意識やこころを
育むために、広報しまもとやパンフレット等
を活用して啓発を推進します。

啓発月間や連載記事など年間を通じて人
権啓発に関する記事を広報しまもとに掲
載した。

「人権週間」をはじめとする各種啓発期
間に即して人権啓発に関する記事を広報
しまもとに掲載する。

広報誌をはじめ、ホームページやLINE等
で引き続き啓発を推進する。

人権文化センター

人権文化センターを人権啓発や地域交流
等の拠点として、各種教室やイベント、相
談事業等を実施するとともに、地域住民の
学習・活動の場として活用を促進します。

①「ふれあい夜店」はコロナ感染症拡大
防止のため中止となった。
②地域交流を目的とした「地域交流フェ
スタ」を開催した。
③「パソコン教室」や「いこいの広場」
を実施した。
④「総合生活相談」を実施した。

①「ふれあい夜店」を一新し、「しまも
とふれあいフェスタ」を実施した。
②「パソコン教室」や「いこいの広場」
を実施した。
③「総合生活相談」を実施した。

継続して事業を実施する。

人権文化センター

人権啓発イベントや男女共同参画講座等
を充実し、住民が支え合いながら、共に生
きる社会の実現に努めます。

①「人権のつどい」を実施。
②「人権講座」を実施。
　対面：１講座
③「男女共同参画講座」を実施。
　動画配信：１講座
　対面；２講座
　オンラインイベント：２講座

①「人権のつどい」を実施。
②「人権講座」を実施。
　対面：１講座
③「男女共同参画講座」を実施。
　対面；３講座
　オンラインイベント：１講座

対面、オンライン等それぞれの特徴を取
り入れ、継続して実施する。

人権文化センター

地域住民や福祉関係者の協力を得なが
ら、乳幼児や高齢者、障害者との交流や体
験等を通じて、福祉意識を育む取組に努
めます。

①社会福祉協議会が主体となった「しま
もと社協まつり」を再開（3年ぶりの実
施）
②乳幼児とその親を対象とした「子育て
サロン」、各ボランティア団体等の体験
ができる「ボランティアフェスティバ
ル」を再開（3年ぶりに実施）

①社会福祉協議会が主体となった「しま
もと社協まつり」を開催した。
②乳幼児とその親を対象とした「子育て
サロン」、各ボランティア団体等の体験
ができる「ボランティアフェスティバ
ル」を実施した。

継続して実施する。

福祉推進課

高齢者や障害者に対する理解を深め、地
域での支え合いの大切さを理解するため
に、広報しまもとや町ホームページ、パンフ
レット等を通じて啓発を進めていきます。

◆コロナ禍のため、障害者差別解消法に
関する事業所職員・町職員向け研修会は
実施できていないが、町ホームページで
障害者差別解消法の周知を実施した。
◆広報しまもと7月号で、「町内の高齢
者団体」特集記事を掲載
◆広報しまもと11月号で、「町内の障害
者通所事業所」特集記事を掲載

障害者差別解消法に関する事業所職員・
町職員向け研修会は実施できていない
が、町ホームページで障害者差別解消法
の周知を実施した。

コロナ禍により中止していた研修を再
開・活性化していく。
広報誌・HP等での周知も継続実施。

福祉推進課

① 人権の尊重
と情報提供の推
進

② 地域共生社
会に向けた福祉
意識の向上

資料４－①
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個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

「障害者週間」等において、関係団体・機
関の参加のもと、街頭啓発や展示等を行
い、障害者への理解の促進を図ります。

①障害者週間パネル展＝中止
②障害者週間作品展＝実施
　→町HPへの作品掲載によりWEB上で
実施
③障害者週間街頭啓発＝中止
④障害者週間ふれあいバザール＝実施
　→3年ぶり再開（桜井駅跡史跡公園等
で農林業祭と同時開催）

①障害者週間パネル展＝中止
②障害者週間作品展＝実施
　→町HPへの作品掲載によりWEB上で実
施
③障害者週間街頭啓発＝中止
④障害者週間ふれあいバザール＝実施
　→水無瀬駅前でふれあい市と同時開催

コロナ後を見据え、中止・縮小していた
啓発・イベント等を再開・活性化すると
ともに、内容の見直しを検討する。

福祉推進課

発達障害等、あまり認識されていない障害
について、障害の特徴や対応方法等の啓
発に努めます。

発達障害等の相談は育児相談や電話・訪
問等で保健師が対応し、必要な方には経
過観察健診やきらきら相談での発達相談
へつないでいる。また、1歳6か月児健診
において大阪府作成の発達障害について
のチラシを配布して保護者へ啓発した。
・経過観察健診（発達相談）：
　182人（年60回）
・きらきら相談：延156人（年23回）
・１歳6か月児健診受診者：271人

発達障害等の相談は育児相談や電話・訪
問等で保健師が対応し、必要な方には経
過観察健診やきらきら相談での発達相談
へつないでいる。また、1歳6か月児健診
において大阪府作成の発達障害について
のチラシを配布して保護者へ啓発してい
る。
・経過観察健診（発達相談）：
　183人（年60回）
・きらきら相談：延153人（年23回）
・１歳6か月児健診受診者：244人

引き続き発達障害等の啓発と相談対応に
努める。

福祉推進課
すこやか推進課

すべての住民の自立や社会参加を妨げる
ことのないよう、福祉についての正しい理
解・認識を深めるための教育を充実しま
す。

広報しまもとやホームページでの周知を
通じて、福祉意識の醸成や、地域や家庭
での福祉に関する学習の促進を図った。

広報しまもとやホームページでの周知を
通じて、福祉意識の醸成や、地域や家庭
での福祉に関する学習の促進を図る。

継続して実施する。

福祉推進課

ボランティア団体やサービス提供事業者等
の協力のもと、地域福祉に関する学習機
会のさらなる充実を図ります。

ボランティア団体、サークル等を通じ
て、福祉意識の醸成、地域や家庭での福
祉に関する学習の促進を図った。

ボランティア団体、サークル等を通じ
て、福祉意識の醸成、地域や家庭での福
祉に関する学習の促進を図る。

継続して実施する。

福祉推進課

次世代を担う子どもたちが、地域福祉を知
り、地域活動に参加していくために、保育
所や幼稚園・小中学校における福祉教育
や体験学習等を推進します。

各学校において、児童生徒が地域福祉・
ボランティア等を知る・学ぶ機会とし
て、体験学習を通して、福祉意識の醸成
を図った。

各学校において、児童生徒が地域福祉・
ボランティア等を知る・学ぶ機会とし
て、体験学習を通して、福祉意識の醸成
を図る。

継続して実施する。

教育推進課

次世代を担う子どもたちが、地域福祉を知
り、地域活動に参加していくために、保育
所や幼稚園・小中学校における福祉教育
や体験学習等を推進します。

幼稚園では、敬老の日にハガキを送付し
た。

幼稚園では、敬老の日にハガキを送付し
た。

継続して実施する。

子育て支援課

③ 福祉教育の
推進

（つづき）
② 地域共生社
会に向けた福祉
意識の向上



個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

広報しまもと・町ホームページ・ケーブルテ
レビ・パンフレット等の各種広報媒体を活
用して、地域福祉・ボランティア等に関する
情報の発信を強化し、地域福祉を知る・学
ぶ機会の充実に努めます。

◆広報しまもと、ホームページ、LINEで
の周知を通じて、福祉意識の醸成や、地
域や家庭での福祉に関する学習の促進を
図った。
◆社会福祉協議会が主体となった「しま
もと社協まつり」、各ボランティア団体
等の体験ができる「ボランティアフェス
ティバル」を開催した。

◆広報しまもと、ホームページ、LINEで
の周知を通じて、福祉意識の醸成や、地
域や家庭での福祉に関する学習の促進を
図る。
◆社会福祉協議会が主体となった「しま
もと社協まつり」、各ボランティア団体
等の体験ができる「ボランティアフェス
ティバル」を開催。
◆広報しまもと9月号で「ボランティア」
特集記事を掲載

継続して実施する。

福祉推進課

関係団体やボランティア、高齢者、障害者
が交流することにより、福祉意識の醸成を
図ります。

ボランティア団体、サークル等を通じ
て、福祉意識の醸成、地域や家庭での福
祉に関する学習の促進を図った。

ボランティア団体、サークル等を通じ
て、福祉意識の醸成、地域や家庭での福
祉に関する学習の促進を図る。

継続して実施する。

福祉推進課

１－２　交流とコミュニティ活動の推進
◆社会福祉協議会が主体となった「しま
もと社協まつり」、各ボランティア団体
等の体験ができる「ボランティアフェス
ティバル」を開催した。
◆乳幼児とその親を対象とした「子育て
サロン」については、令和４年４月以降
全地区で対面での実施を再開した。

◆社会福祉協議会が主体となった「しま
もと社協まつり」、各ボランティア団体
等の体験ができる「ボランティアフェス
ティバル」を開催した。
◆各地区において子育てサロン」等、各
種サロン活動を実施している。

継続して実施する。

福祉推進課

いこいの広場（卓球、囲碁、絵画、いき
いき百歳体操、カラオケ）を実施した。

いこいの広場（卓球、囲碁、絵画、いき
いき百歳体操、カラオケ）を実施する。

継続して実施する。
人権文化センター

島本町農林業祭、島本夏まつり等各団体
のイベント開催について支援した。

島本町農林業祭、島本夏まつり等各団体
のイベント開催について支援した。

継続して支援する。

にぎわい創造課

① 交流の居場
所づくりの促進

地域で開催される行事やイベント等を通
じ、年齢や障害の有無等に関係なく、様々
な人が交流できる居場所づくりを促進しま
す。

町民スポーツ祭や文化祭など、多くの行
事やイベントが縮小しつつ再開された。
開催にあたっては、感染対策しながら
も、誰もが参加しやすいあり方につい
て、検討し、実施した。

町民スポーツ祭や文化祭など、多くの行
事やイベントを実施している。開催にあ
たっては、感染対策しながらも、誰もが
参加しやすいあり方について、検討し、
実施する。

継続して実施する。

生涯学習課

自治会などの地域団体の組織化の支援を
行うとともに、それらの活動を支援する
ことで、様々な世代の地域住民の交流機
会の充実に努めた。

自治会などの地域団体の組織化の支援を
行うとともに、それらの活動を支援する
ことで、様々な世代の地域住民の交流機
会の充実に努める。

継続して実施するとともに、自治会に関
しては従来の形に囚われず、新たな自治
会の姿を模索する。 政策企画課

年長者クラブへの活動助成を実施した。
年長者単位クラブ数　23

年長者クラブへの活動助成を実施した。
年長者単位クラブ数　23

継続して実施する。

高齢介護課

新型コロナウイルス感染症の影響で、多
くの団体が活動の制限や縮小を余儀なく
されたが、団体の運営やできる活動の範
囲において支援した。

団体運営に対する助言や希望する住民へ
生涯学習関係団体の情報を提供する等、
交流機会拡充の支援に努めた。

継続して実施する。

生涯学習課

自治会や年長者クラブ、 こども会等の地
域団体の組織化の支援を行うとともに、そ
れらの活動を支援することで、様々な世代
の地域住民の交流機会の充実に努めま
す。

④ 地域福祉に
関する広報・啓
発の推進による
福祉意識の醸成

② コミュニ
ティ活動の支援

① 交流の居場
所づくりの促進

地域で開催される行事やイベント等を通
じ、年齢や障害の有無等に関係なく、様々
な人が交流できる居場所づくりを促進しま
す。
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個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

③ 福祉の担い
手間の連携強化

地域単位で活動する組織・団体・福祉関係
者等地域における福祉の担い手間の定期
的な交流や情報交換・情報共有等を促進
し、連携を強化します。

町内の福祉事業者の参加する「社会福祉
施設地域貢献連絡会」（事務局：社協）
において、地域の事業者が連携して地域
課題に取り組んだ。

町内の福祉事業者の参加する「社会福祉
施設地域貢献連絡会」（事務局：社協）
において、地域の事業者が連携して地域
課題に取り組んでいる。

継続して実施する。

福祉推進課

④ 地域での新
たな取組への支
援

地域の課題やニーズに対応するために、
地域団体やボランティア・ＮＰＯ等が行う新
たな取組を支援します。

◆地域団体やボランティア・ＮＰＯなど
の相談に応じ、取組みの支援に努めた。
◆「公募型公益活動事業補助金」：
　→３団体採択し、事業実施。

◆地域団体やボランティア・ＮＰＯなど
の相談に応じ、取組みの支援に努める。
◆「公募型公益活動事業補助金」：
　→３団体採択し、事業実施。

継続して実施する。

人権文化センター
政策企画課

＜基本目標２＞　助け合い、支え合いが活発なまちづくり
２－１　地域で活躍する人材の確保・育成

島本町社会福祉協議会ボランティアセン
ターを中心に、ボランティア活動等住民に
よる福祉活動を幅広く支援します。

◆社協に福祉ボランティア活動助成を行
い、社協ボランティアセンターの運営を
支援した。
◆社協ボランティアセンターでは公式
LINEにより、ボランティア関連の情報を
随時発信した。
　登録者：　個人90人、団体18、グ
ループ302人

◆社協に福祉ボランティア活動助成を行
い、社協ボランティアセンターの運営を
支援。
◆社協ボランティアセンターでは公式
LINEにより、ボランティア関連の情報を
随時発信している。
（令和5年9月末時点）
　登録者：　個人93人、団体19、グ
ループ338人

継続して実施する。

福祉推進課

島本町ボランティア情報センターにおい
て、ボランティアに関する情報提供の一元
化等、ボランティア活動の活性化に向けた
取組を推進します。

島本町ボランティア情報センターにおい
てボランティアに関する情報を提供する
ことにより、ボランティア活動の活性を
図った。

島本町ボランティア情報センターにおい
てボランティアに関する情報を提供する
ことにより、ボランティア活動の活性を
図る。

ボランティア活動の推進について検討を
進める。

人権文化センター

① ボランティ
アセンター機能
や連携の強化

ボランティアコーディネーターを通じ、ボラ
ンティア活動の相談やボランティア活動の
受け入れ・調整、ボランティア活動の支援
等を行います。

社協ボランティアセンターにボランティ
アコーディネーターを配置し、ボラン
ティア相談への対応と派遣調整を行っ
た。
 →合計　相談72件・派遣66件
　①高齢者
（相談 31件・派遣14件）
　②障害者
　（相談9件・派遣13件）
　③教育・子育て
　（相談13件・派遣15件）
　④その他
　（相談19件・派遣24件）

社協ボランティアセンターにボランティ
アコーディネーターを配置し、ボラン
ティア相談への対応と派遣調整を行う。
（令和5年9月末時点）
→合計　相談59件・派遣53件
　①高齢者
　（相談10件・派遣9件）
　②障害者
　（相談7件・派遣6件）
　③教育・子育て
　（相談8件・派遣4件）
　④その他
　（相談34件・派遣34件）

継続して実施する。

福祉推進課

① ボランティ
アセンター機能
や連携の強化



個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

地域住民のボランティア活動への参加を
働きかけるため、ボランティアの種類や経
験に応じた講座や研修会を実施し、参加
機会を創出します。

＜社協事業＞
①点訳（スキルアップ）
②マジックボランティア
③手話（入門）
④サマー子どもボランティア

＜社協事業＞
①点訳（入門・スキルアップ）
②マジックボランティア
③手話（入門）
④サマー子どもボランティア
⑤ボランティア体験プログラム

継続して実施する。

福祉推進課

講座等の修了者が地域福祉の担い手とし
て活躍できるよう、ボランティア団体等へ
の登録の働きかけや地域福祉活動に関す
る情報提供等の支援を行います。

①町委託、社協事業の各種ボランティア
講座修了者には、ボランティア団体への
登録を働きかけた。
②ボランティアだよりを発行した。
　→年2回発行。活動紹介等

①町委託、社協事業の各種ボランティア
講座修了者には、ボランティア団体への
登録を働きかけている。
②ボランティアだよりの発行
　→年2回発行。活動紹介等

継続して実施する。

福祉推進課

地域で暮らす元気な高齢者や定年退職し
た人が持つ豊富な知識や経験を地域活動
の中で活かせるよう、参加するきっかけづ
くりや活動の場の提供に努めます。

＜社協事業＞
①点訳（スキルアップ）
②マジックボランティア
③手話（入門）
④サマー子どもボランティア

＜社協事業＞
①点訳（入門・スキルアップ）
②マジックボランティア
③手話（入門）
④サマー子どもボランティア
⑤ボランティア体験プログラム

継続して実施する。

福祉推進課

２－２　連携強化と小地域ネットワーク活動の推進

① 島本町社会
福祉協議会の機
能の強化

本町における地域福祉推進の核である島
本町社会福祉協議会との連携を強化し、
地区福祉委員会活動等、その機能が十分
に発揮されるように努めます。

社会福祉協議会への支援
　地域福祉推進の核として位置づけられ
る社会福祉協議会の法人運営に対し補助
を実施した。

社会福祉協議会への支援
　地域福祉推進の核として位置づけられ
る社会福祉協議会の法人運営に対し補助
を実施する。

継続して実施する。

福祉推進課

地区福祉委員会を中心に地域の組織・団
体や民生委員児童委員・コミュニティソー
シャルワーカー（ＣＳＷ）等が連携して地域
の課題を共有し、解決できるよう、小地域
ネットワーク活動をさらに充実させます。

小地域ネットワーク活動の推進
◆グループ援助活動（いきいきサロン・
子育てサロン・世代間交流事業等）と個
別援助活動（配食サービス・見守り・声
掛け等）を地区福祉委員会が中心となり
実施。いきいきサロンについても、子育
てサロン同様、多くの地区で再開した。
◆「動画編集ボランティア養成講座」、
「スマホ教室」、ニュースポーツの
「ボッチャ」、など新しいイベントを開
催した。

小地域ネットワーク活動の推進
◆グループ援助活動（いきいきサロン・
子育てサロン・世代間交流事業等）と個
別援助活動（配食サービス・見守り・声
掛け等）を地区福祉委員会が中心となり
実施。
◆スマホの利用方法を学ぶ「デジタルふ
れあいcafé」を新たに実施している。

継続して実施する。

福祉推進課

◆小地域ネットワーク活動・ＣＳＷ等に
ついて、「広報しまも」と「しまもと社
協だより」等で周知した。
→広報しまもと9月号で、「地域福祉」
特集記事を掲載（ＣＳＷ、小地域ネット
ワーク活動等）

◆小地域ネットワーク活動・ＣＳＷ等に
ついて、「広報しまも」と「しまもと社
協だより」等で周知した。

継続して実施する。

福祉推進課

◆広報しまもと12月号で、民生委員に関
する記事を掲載。
◆民生委員児童委員協議会でもチラシの
全戸配布を行った。

◆町HP「民生委員」のページをリニュー
アルし、掲載内容を拡充。
◆広報しまもと12月号で民生委員に関す
る記事を掲載。
◆民生委員児童委員協議会でもチラシの
全戸配布を行う。
◆主任児童委員を紹介したパンフレット
を保育所等に配架した。

継続して実施する。

福祉推進課

② 小地域ネッ
トワーク活動の
推進

② 地域活動、
ボランティアの
担い手の発掘・
確保・育成

小地域ネットワーク活動、民生委員児童委
員、コミュニティソーシャルワーカー
（CSW）について、住民の理解を深めるた
め、様々な機会や媒体を活用するととも
に、掲載頻度や掲載媒体を充実させて周
知に努めます。
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個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

近隣での支えあいを強化・推進するため
に、自治会・班単位での支えあいや見守
り・助け合い活動を働きかけた。

近隣での支えあいを強化・推進するため
に、自治会・班単位での支えあいや見守
り・助け合い活動を働きかける。

継続して実施する。

政策企画課

日常生活上の援助が必要な高齢者が、孤
立することなく住み慣れた地域で在宅生
活を送れるよう、既存の制度の対象とな
らない困りごとを住民同士が会員となっ
て助けあう有償活動「たのむ和」を実
施。
　サポーター会員　26人
　利用会員数累計　13人
　サポーター養成講座を実施
　（参加者8人）

日常生活上の援助が必要な高齢者が、孤
立することなく住み慣れた地域で在宅生
活を送れるよう、既存の制度の対象とな
らない困りごとを住民同士が会員となっ
て助けあう有償活動「たのむ和」を実
施。
　（令和5年9月末現在）
　サポーター会員　19人
　利用会員数累計　  8人
　サポーター養成講座を実施
　（参加者2人）

継続して実施する。

福祉推進課

地域に定着した事業者等を地域での「見
守り役」として位置づけ、民生委員児童委
員、地区福祉委員等との連携のもと、地域
の見守り機能の強化・拡充を図ります。

◆町内の福祉事業者の参加する「社会福
祉施設地域貢献連絡会」（事務局：社
協）において、地域の事業者が連携して
地域課題に取り組んだ。
　→福祉避難所個別協定の意思確認を改
めて行ったほか、生活困窮者自立支援事
業の就労体験先としての協力を要請し
た。

◆町内の福祉事業者の参加する「社会福
祉施設地域貢献連絡会」（事務局：社
協）において、地域の事業者が連携して
地域課題に取り組み、新たに、設置10周
年を記念して「施設マップ」のチラシを
作成し、配布を行っている。
　→福祉避難所個別協定の意思確認を改
めて行ったほか、生活困窮者自立支援事
業の就労体験先としての協力を要請して
いる。

継続して実施する。

福祉推進課

地域の身近な相談相手である民生委員児
童委員との連携を深め、福祉サービスに
関する情報提供や講座・研修会等を通じ
て資質の向上に努めます。

コロナ感染防止対策を行い、委員全員を
対象とした研修を実施した。また、各部
会等においても研修を実施した。

委員全員を対象とした研修を実施した。
また、各部会等においても研修を実施し
た。

継続して実施する。

福祉推進課

広報しまもとや町ホームページ等あらゆる
広報媒体や機会を活用し、民生委員児童
委員の役割や活動内容について、積極的
かつ効果的な広報活動を行い、その周知
を図ります。

◆広報しまもと12月号で、民生委員に関
する記事を掲載。
◆民生委員児童委員協議会でもチラシの
全戸配布を行った。

◆町HP「民生委員」のページをリニュー
アルし、掲載内容を拡充。
◆広報しまもと12月号で民生委員に関す
る記事を掲載。
◆民生委員児童委員協議会でもチラシの
全戸配布を行う。
◆主任児童委員を紹介したパンフレット
を保育所等に配架した。

継続して実施する。

福祉推進課

近隣での支え合いを強化・推進するため、
自治会の活動を支援します。

④ 民生委員児
童委員活動の支
援

③ 地域での見
守り・助け合い
活動の推進



個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

＜基本目標３＞　誰もが安心して暮らし続けられるまちづくり
３－１　相談支援体制の強化

① 身近な地域
における相談・
支援活動等の充
実

民生委員児童委員、地区福祉委員、コミュ
ニティソーシャルワーカー(CSW）が自治
会等の地域組織と連携し、小地域ネット
ワークとして相談支援活動や見守り活動を
行いながら、地域における福祉ニーズを把
握するための体制を強化します。また、地
域の関係者が専門機関と連携し、福祉
ニーズを持つ人を適切な福祉サービスに
結びつけることができるよう支援します。

小地域ネットワーク活動を中心として、
地域の関係者・機関の連携を図り、専門
機関やサービスへの円滑なつなぎ等が行
える体制づくりに努めた。

小地域ネットワーク活動を中心として、
地域の関係者・機関の連携を図り、専門
機関やサービスへの円滑なつなぎ等が行
える体制づくりに努める。

継続して実施する。

福祉推進課

おおむね小学校区ごとに配置されているコ
ミュニティソーシャルワーカー（CSW）が、
支援を必要とする高齢者、障害者、子育て
中の親等に対する相談、見守り、必要な
サービスへのつなぎ等、個別の支援を行
います。

CSW配置事業を実施。
　配置4人
　個別相談支援 216件
　サービス利用申請支援 15件
　公的サービス等との共働 71件
　住民活動コーディネート 95件

CSW配置事業を実施。
　配置4人
　（令和5年9月末時点）
　個別相談支援 134件
　サービス利用申請支援 16件
　公的サービス等との共働 13件
　住民活動コーディネート 40件

継続して実施する。

福祉推進課

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）に
ついて、広報しまもと等を通じて周知・啓
発に努めます。

◆広報しまもと９月号の地域福祉特集記
事でCSWを紹介。
◆チラシを福祉推進課窓口等に設置。し
まもと社協だよりでCSWを周知した。

◆広報しまもとでCSWを周知。
◆CSW紹介チラシを福祉推進課窓口等に
設置している。

継続して実施する。

福祉推進課

＜人権相談等＞
①人権擁護委員による人権相談（月1
回）
②人権ケースワーク相談(週3日+月1日）
③総合生活相談（週5日）
④行政相談（月1日）
⑤女性相談（月2回）

＜人権相談等＞
①人権擁護委員による人権相談（月1回）
②人権ケースワーク相談(週3日+月1日）
③総合生活相談（週5日）
④行政相談（月1日）
⑤女性相談（月2回）

継続して実施する。

人権文化センター

＜高齢者＞
　①高齢介護課・地域包括支援センター
＜育児・健康＞
　②育児・離乳食相談
　　（保健師・管理栄養士）
　③ことばの相談（言語聴覚士）
　④健康相談（保健師）

＜高齢者＞
　①高齢介護課・地域包括支援センター
＜育児・健康＞
　②育児・離乳食相談
　　（保健師・管理栄養士）
　③ことばの相談（言語聴覚士）
　④健康相談（保健師）

継続して実施する。

高齢介護課
すこやか推進課

支援教育コーディネーター連絡会、教育
センター連絡会、就学説明会等を通じ
て、教育センターにおける相談体制の周
知に努めた。

支援教育コーディネーター連絡会、教育
センター連絡会、就学説明会等を通じ
て、教育センターにおける相談体制の周
知に努めている。

各連絡会説明会を通じて、教職員と保護
者の共通理解を図るとともに、個別の課
題・ニーズに寄り添った対応ができるよ
う努めていく。 教育推進課

家庭児童相談を実施した。 家庭児童相談を実施する。 継続して実施する。
子育て支援課

② コミュニ
ティソーシャル
ワーカー
（CSW）の機能
充実

③ 専門相談窓
口の充実

専門的な相談に対応する窓口の整備・充
実に取り組みます。また、各種事業やイベ
ント等の機会を活用し、課題・ニーズの把
握や相談支援等を展開します。
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個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

役場窓口への専門職の配置、窓口におけ
る職員の意識の向上及び窓口同士の連携
強化に努めます。

役場に社会福祉士、保健師を配置し、認
知症や高齢者・障害者虐待、支援困難
ケース等の相談に専門職が対応できる体
制を整えるとともに、窓口同士の連携に
より、制度案内や手続きなどにつなげる
ことにより、満足度の向上を図った。
また、令和４年度当初、保健師２名を採
用し、相談体制の維持・充実のための配
置に努めた。

役場に社会福祉士、保健師を配置し、認
知症や高齢者・障害者虐待、支援困難
ケース等の相談に専門職が対応できる体
制を整えるとともに、窓口同士の連携に
より、制度案内や手続きなどにつなげる
ことにより、満足度の向上を図る。
令和５年度当初、事務職（社会福祉士）
２名及び保健師２名を採用し、相談体制
の維持・充実のための配置に努めた。

引き続き、高齢者や家族・支援者に安心
して相談してもらえる窓口体制づくりに
努めるとともに、各窓口の連携強化を強
め、住民満足度のさらなる向上を図り、
必要な専門職を配置することにより相談
体制の維持・充実を図るため、定期的な
職員採用に努める。

福祉推進課
すこやか推進課
高齢介護課
保険年金課
子育て支援課

人事課

各種相談窓口の連携やワンフロア化に努
め、総合的な相談体制を構築することで、
利用満足度の高い相談窓口づくりを推進
します。

引き続き、新庁舎の整備に当たり、新庁
舎建設基本・実施設計等業務を進め、実
施設計が完了した。

新庁舎建設工事を開始した。実施設計に
基づき、窓口の集約化・ワンフロア化・
相談室、相談ブースの拡充等を行う。

引き続き新庁舎建設工事を進める。

総務・債権管理課

３－２　緊急時の支援の充実

① 緊急通報シ
ステムを活用し
た緊急時の対応
の推進

ひとり暮らし高齢者等の急病時等、緊急時
に迅速かつ適切な支援を行うため、緊急
通報システムを活用するとともに、地域住
民による見守り活動を推進します。

緊急通報装置設置事業
設置件数：183件
（令和5年3月末時点）

緊急通報装置設置事業
設置件数：181件
　（令和5年9月末時点）

継続して実施する。

高齢介護課

② 「しまもと
安心ボトル」を
活用した緊急時
の対応の推進

ひとり暮らしの高齢者等に救急医療情報
キット「しまもと安心ボトル」を配付し、地域
で安心して暮らせる環境づくりを推進しま
す。

しまもと安心ボトル配付事業
配付件数：92件

しまもと安心ボトル配付事業
配付件数：17件
　（令和5年11月末時点）
※ひとり暮らし実態調査による新規配布
は令和6年1月以降に実施予定。

継続して実施する。

高齢介護課

子どもたちの安全・安心対策として、「こど
も110番の家」運動、登下校時の見守り等
を地域住民や関係団体の協力のもと継続
して実施します。

子どもたちの安全・安心対策として、
「こども１１０番の家」運動を地域住民
や関係団体の協力のもと継続して実施し
た。

子どもたちの安全・安心対策として「こ
ども１１０番の家」運動を地域住民や関
係団体の協力のもと継続して実施する。
※令和5年度より教育推進課が所管

継続して実施する。

教育推進課
生涯学習課

通学路の危険箇所をまとめた「子ども安全
マップ」を更新・配付し、子どもの安全・安
心対策の強化に努めます。

通学路の危険箇所をまとめた「子ども安
全マップ」を更新・配付し、子どもの安
全・安心対策の強化に努めた。

通学路の危険箇所をまとめた「子ども安
全マップ」を更新・配付し、子どもの安
全・安心対策の強化に努める。

継続して実施する。

教育推進課

３－３　災害時の支援の充実
災害時の避難等に支援が必要な要介護高
齢者や重度の障害者等の「避難行動要支
援者名簿」を作成・更新し、避難行動要支
援者の把握に努めます。

名簿提供団体への名簿の更新、未配付団
体への協定の働きかけを行った。

名簿提供団体への名簿の更新、未配付団
体への協定の働きかけを行った。

避難行動要支援者の把握に継続して務め
る。新規の協定団体を増やす取り組みを
継続する必要がある 福祉推進課

危機管理室

「避難行動要支援者名簿」の情報を本人
の同意を得た上で関係機関と共有し、個
別の避難経路や支援内容等を定める「個
別計画」の作成に努めます。

◆関係課及び茨木保健所と「個別避難計
画」作成に向けた打合せを実施

◆「個別避難計画」の試行的作成に着手
　→茨木保健所と連携し、医療的ケアを
要する重度障害児者の個別プランを試行
的に作成
（令和５年10月末時点）4件作成済（年
度内に5件作成予定）

福祉事業所への作成委託等を検討し、災
害リスク等から優先度の高い登録者を中
心に「個別避難計画」の作成を推進して
いく。

福祉推進課
高齢介護課
危機管理室

③ 子どもの安
全・安心対策の
充実

① 避難行動要
支援者への支援
体制の充実

（つづき）
④ 役場窓口に
おける相談体制
の充実



個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

② 災害に備え
た体制の整備

危険区域や避難所・避難方法等を周知す
る「ハザードマップ」の配付や、防災訓練を
充実することで、地域住民の防災意識の
高揚を促進します。

「ハザードマップ」を活用し、コロナ禍
の中、団体への出張講座を行い、住民の
防災意識の高揚に努めた。

「ハザードマップ」を活用し、コロナ禍
の中、団体への出張講座を行い、住民の
防災意識の高揚に努める。

防災意識の高揚に継続して取り組む。

危機管理室

③ 災害ボラン
ティアセンター
の設置

大規模災害時には、島本町社会福祉協議
会との協定に基づき、外部からのボラン
ティアの受け入れ・調整等を行う「災害ボ
ランティアセンター」の設置を要請し、円滑
な被災者支援と復興に努めます。

◆災害ボランティアセンター設置・運営
マニュアルにより災害ボランティアセン
ターの役割と機能を確認（一部オンライ
ン参加）。
◆災害ボランティアセンターを運営する
一方通常業務を継続するための事業継続
計画（BCP）を策定した。

◆災害ボランティアセンター設置・運営
マニュアルにより災害ボランティアセン
ターの役割と機能を確認。
◆災害ボランティアセンターを運営する
一方通常業務を継続するための事業継続
計画（BCP）の見直しを行っている。
◆新たに避難行動要支援者のマップを作
成。

継続して実施する。

福祉推進課

３－４　福祉サービスに関する情報提供

広報しまもと、町ホームページ、ケーブルテ
レビ、各種制度やサービスに関するパンフ
レット等を活用し、その活用手法や内容等
を含めて、福祉サービス等に関して誰もが
わかりやすい情報提供を推進します。

各種福祉制度に関するパンフレット、案
内冊子を作成し、各課窓口や文化・情報
コーナーへ備え付けた。
　①障害者福祉の手引き
　②ひとり親家庭のしおり
　③子育て支援事業のご案内
　④介護保険のしおり

※③については、情報冊子の掲載方法を
子どもの成長過程に合わせた順序にする
など、保護者目線の内容に項目を設定し
た「子育てガイド」を作成し、よりわか
りやすい情報の提供に努めた。

各種福祉制度に関するパンフレット、案
内冊子を作成し、各課窓口や文化・情報
コーナーへ備え付けしている。
　①障害者福祉の手引き
　②ひとり親家庭のしおり
　③子育て支援事業のご案内
　④介護保険のしおり

子育てに関する事業を掲載した「子育て
支援事業のご案内ガイド及びホームペー
ジ掲載を実施した。

今後も制度に関するパンフレット、案内
冊子を各課において作成し、窓口等で配
布する。

福祉推進課
すこやか推進課
高齢介護課
子育て支援課
政策企画課

高齢者・障害者・外国人等情報を得ること
が困難な人に対し、適切な情報入所が可
能となるように、情報のバリアフリー化を推
進します。（音声・点字による情報提供、手
話通訳者の派遣）

①広報しまもとにおいて、高齢者や弱視
者などを含むすべての方が読みやすい誌
面、そして情報が正確に伝わる誌面とす
るため、「ユニバーサルデザインフォン
ト（UDフォント）」を活用した。
②ホームページにおいて、高齢者や障害
者等ホームページの利用に何らかの制約
がある方等、誰もが提供される情報や機
能を支障なく利用できるようウェブアク
セシビリティに対応するよう努めた。

①広報しまもとにおいて、高齢者や弱視
者などを含むすべての方が読みやすい誌
面、そして情報が正確に伝わる誌面とす
るため、「ユニバーサルデザインフォン
ト（UDフォント）」を活用する。
②ホームページにおいて、高齢者や障害
者等ホームページの利用に何らかの制約
がある方等、誰もが提供される情報や機
能を支障なく利用できるようウェブアク
セシビリティに対応するよう努める。

継続して実施する。

福祉推進課
政策企画課

民生委員児童委員協議会において、定例
会・役員会や各地区会を開催し連携を
図った。

民生委員児童委員協議会において、定例
会・役員会や各地区会を開催し連携を
図っている。

継続して実施する

福祉推進課

ケアマネジャーの資質向上を図るため、
地域包括支援センター主催でケアマネ
ジャー部会を1回実施した。

ケアマネジャーの資質向上を図るため、
地域包括支援センター主催でケアマネ
ジャー部会を３回実施する予定。

地域包括支援センターと協力して、ケア
マネジャーの資質向上と支援体制の充実
に努めていく。

高齢介護課

庁内の関係部局や関係機関との連携を強
化し、保健・医療・福祉分野の情報の一元
化を進めることで、情報を必要とする人に
適切な情報を提供できるよう体制の充実
に努めます。

② 各分野の連
携による情報提
供体制の充実

① 情報提供の
推進

9ページ
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３－５　権利擁護と福祉サービスの推進
民生委員児童委員に日頃から、地域の見
守りをお願いしており、気になる世帯が
あれば、関係機関へ連絡してもらうよう
連携した。

民生委員児童委員に日頃から、地域の見
守りをお願いしており、気になる世帯が
あれば、関係機関へ連絡してもらうよう
連携している。

継続して実施する

福祉推進課

高齢者虐待
通報：11件

高齢者虐待
通報：9件
　（令和5年11月末時点）

引き続き、地域包括支援センターと連携
し、事実確認や必要に応じての緊急措置
を行う。
また、高齢者虐待に関する相談窓口の周
知に努める。

高齢介護課

広報や啓発物品の窓口配架により、虐待
防止の啓発を図った。

広報や啓発物品の窓口配架により、虐待
防止の啓発を図る。

継続して実施する。

子育て支援課

児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待の早
期発見・早期解決を図るため、広報等に
より相談・通報先や虐待防止の周知啓発
を行うとともに、関係機関等と綿密に連
携を取りながら対応した。

児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待の早
期発見・早期解決を図るため、広報等に
より相談・通報先や虐待防止の周知啓発
を行うとともに、関係機関等と綿密に連
携を取りながら対応する。

継続して実施する

福祉推進課

② 判断能力に
不安のある人に
対する理解と支
援の推進

高齢者や障害者等、成年後見制度の利用
が必要と認められる人が適切に利用でき
るよう制度の周知を図り、申し立て等の支
援を行います。

成年後見制度利用支援事業
　→町長申立て（申立日で判断）
　　障害者1件
　　高齢者0件

成年後見制度利用支援事業
　→町長申立て（申立日で判断）
　　　障害者1件
　　　高齢者0件
　　（令和5年11月末時点）

高齢者及び障害者の権利擁護を図るため
に、成年後見制度の利用促進に向け、制
度の周知等に努める。 高齢介護課

福祉推進課

認知症についての理解の輪を広げ、地域
で生活する認知症高齢者やその家族をま
ちぐるみで温かく見守るため「認知症サ
ポーター」を養成します。また、認知症カ
フェの活動支援や、周知・啓発に取り組む
とともに、「島本町認知症高齢者等見守り
ネットワーク」の充実を図ります。

●認知症サポーター養成講座
一般住民向けや出前で講座を実施。
また、町内全小学校の4年生を対象にし
たキッズサポーター教室を実施。
→開催回数12回　延684人
令和4年度末サポーター養成延人数
　4,573人

●認知症カフェ
令和4年度末時点で1か所。但し、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で休止中。

●認知症サポーター養成講座
一般住民向けや出前で講座を実施。
また、町内全小学校の4年生を対象にした
キッズサポーター教室を実施。
→開催回数2回　延16人
　　（令和5年9月末時点）

●認知症カフェ
令和5年11月末時点で2か所。うち1か所
はコロナ禍の影響により休止中。

養成したサポーターにどう活動をしても
らうか、また認知症カフェの今後の支援
方法を検討していく必要がある。

高齢介護課

社協が行う「日常生活自立支援事業（み
まもーる）」への補助を実施。
　→利用21人、相談605件、訪問713
件

社協が行う「日常生活自立支援事業（み
まもーる）」への補助を実施。
　（令和5年９月末時点）
　→利用21人、相談352件、訪問315
件

継続して実施する

福祉推進課

成年後見制度利用支援事業
　→町長申立て（申立日で判断）
　　障害者1件
　　高齢者0件

成年後見制度利用支援事業
　→町長申立て（申立日で判断）
　　　障害者1件
　　　高齢者0件
　　（令和5年11月末時点）

高齢者及び障害者の権利擁護を図るため
に、成年後見制度の利用促進に向け、制
度の周知等に努める。 福祉推進課

高齢介護課

① 虐待防止の
推進

民生委員児童委員、家庭児童相談員や、
地域包括支援センター等の関係機関と連
携し、子どもや高齢者、障害者等への虐待
や暴力の防止を啓発します。

認知症高齢者や知的・精神障害等で判断
能力に不安のある住民が、適切に福祉
サービス等を利用し、地域での生活が継
続できるよう、日常生活自立支援事業（み
まもーる）の周知・普及に努めるとともに、
関係機関との連携を強化し、利用支援に
努めます。

② 判断能力に
不安のある人に
対する理解と支
援の推進
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様々な事情で経済的に困窮し、最低限度
の生活を維持できなくなるおそれのある人
の早期発見・把握に努めます。

定期的に広報しまもとやしまもと社協 だ
よりに掲載し、また、全戸配布のチラシ
で制度を周知した。

定期的に広報しまもとやしまもと社協 だ
よりに掲載し、また、全戸配布のチラシ
で制度を周知している。

今後もきめ細かな相談対応を継続する。

福祉推進課

生活困窮者に対し、個別に事情を確認し
たうえで、本人の意向のもと、自立に向け
たプランを策定し、就労支援や日常生活に
おける自立や社会生活における自立を支
援します。

生活困窮者自立支援法に基づく各種事業
を実施。
◆自立相談支援（社協委託）
　→受付97人、うちﾌﾟﾗﾝ作成27件・就
労支援12人（就労者6人・増収者4人）
◆家計相談支援（社協委託）
　→支援9件
◆住居確保給付金　2件
◆一時生活支援  　1件
◆就労準備支援　  3件
◆連携体制
　→毎月、町と社協で支援調整会議を開
催
◆ひきこもり当事者・家族に対する相談
支援を実施（不登校除く）
※すぐに一般就労が困難な方に対し、コ
ミュニケーション能力の向上や就労体験
等の支援を行う「就労準備支援事業」を
新たに開始。

生活困窮者自立支援法に基づく各種事業
を実施。（令和5年9月末時点）
◆自立相談支援（社協委託）
　→受付39人、うちﾌﾟﾗﾝ作成13件・就
労支援6人（就労者6人・増収者6人）
◆家計相談支援（社協委託）
　→支援5件
◆住居確保給付金　0件
◆一時生活支援  　0件
◆就労準備支援事業　0件
◆連携体制
　→毎月、町と社協で支援調整会議を開
催
◆ひきこもり当事者・家族に対する相談
支援を実施（不登校除く）

継続して実施する

福祉推進課

生活に困っている人のうち家計管理に問
題を抱える人に対し、家計の現状把握から
家計改善に取り組むための支援、各種制
度・サービスへの支援を行います。

生活困窮者自立支援法に基づき家計改善
にむけた支援を実施。
 　→支援9件

生活困窮者自立支援法に基づき家計改善
にむけた支援を実施。 （令和5年9月末現
在） 　→支援5件

国の制度改正を踏まえ適正な支給 事務を
継続する。

福祉推進課

離職により住まいを失った人や、そのおそ
れのある人に対し、期間を定めて家賃相
当額の住居確保給付金を給付するととも
に、就労に向けた支援を行います。

生活困窮者自立支援法に基づき住居確保
給付金を支給した。
　→支給2件

生活困窮者自立支援法に基づき住居確保
給付金を支給。
　→支給1件

継続して実施する。

福祉推進課

住まいを失った人に対し、宿泊場所や食事
を一時的に提供します。

生活困窮者自立支援法に基づき一時生活
支援を実施した。
　→支援件数　1件

生活困窮者自立支援法に基づき一時生活
支援を実施している。
　→支援件数　1件
（令和5年11月末時点）

継続して実施する。

福祉推進課

関係機関と連携し、生活困窮者支援を通
じて、誰もが共に暮らしていける地域づく
りに努めます。

毎月、町と事業の委託先である社協で 支
援調整会議を開催した。就労準 備支援の
大阪府広域事業の受託者であるA'ワーク
創造館ともケース会議を実施した。

毎月、町と事業の委託先である社協で 支
援調整会議を開催している。また、就労
準備支援の大阪府広域事業の受託者であ
るA'ワーク創造館ともケース会議を実施
している。

継続して実施する。

福祉推進課

③ 生活困窮者
への自立支援の
充実
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個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

庁内の関係部局と連携し、支援を必要とし
ている世帯が適切な支援につながるよう
努めます。

経済的な理由により、就学が困難な児童
生徒に対し、就学援助制度を実施した。
必要に応じて個別ケース検討会議を開催
し、支援を要するケースの情報共有に努
めた。

経済的な理由により、就学が困難な児童
生徒に対し、就学援助制度を実施した。
必要に応じて個別ケース検討会議を開催
し、支援を要するケースの情報共有に努
める。

関係機関との情報共有に努め、連携強化
を図り、継続して実施する。

福祉推進課
教育総務課
子育て支援課

相談支援や就労支援をはじめとした総合
的な支援を進め、教育・就労・社会参加の
機会確保に努めます。

母子・父子自立支援員や生活困窮者自立
支援の自立相談支援機関の支援員等が、
職業訓練や就労等をはじめ総合的な支援
を実施した。

母子・父子自立支援員や生活困窮者自立
支援の自立相談支援機関の支援員等が、
職業訓練や就労等をはじめ総合的な支援
を実施している。

継続して実施する。

福祉推進課

子どもの貧困問題や健康不安等、多様な
相談内容に対して、職員・相談員の研修を
充実させ、支援体制を強化します。

妊娠期より継続的な相談対応（電話・訪
問・面接等）を実施し、必要な機関や相
談先につないだ。大阪府主催等の研修に
参加し、相談対応に生かしている。
児童虐待に関する知識の向上を図るた
め、研修を実施した。

妊娠期より継続的な相談対応（電話・訪
問・面接等）を実施し、必要な機関や相
談先につないだ。大阪府主催等の研修に
参加し、相談対応に生かしている。
児童虐待に関する知識の向上を図るた
め、研修を実施する。

引き続き支援体制の強化に努め、知識の
向上を図るための研修を継続して実施す
る。

福祉推進課
すこやか推進課
子育て支援課

子ども食堂や学習に関する取組を支援す
ることで、支援を必要とする子どもの生活
を支えます。

◆子どもの居場所づくりの一環として、
子ども食堂への補助制度を実施し、子ど
も食堂の開設・運営を支援。
◆町内の子ども食堂数：5か所
　→一小校区１、二小校区１、三小校区
２、四小校区１

◆子どもの居場所づくりの一環として、
子ども食堂への補助制度を実施し、子ど
も食堂の開設・運営を支援。
◆町内の子ども食堂数：9か所
　（R6年1月時点見込）
　→一小校区１、二小校区３、三小校区
２、四小校区３

補助等の支援により、各小学校区での食
堂配置が達成できた。
今後は、各運営団体と連携し、対象者へ
の更なる周知、利用の促進、運営内容の
充実等に取り組む。 福祉推進課

３－６　住みやすい生活環境の整備
障害者住宅改造助成事業
　0件

障害者住宅改造助成事業
　1件
（令和５年１０月末時点）

継続して実施する。

福祉推進課

介護保険制度による住宅改修費の支給
　131件

介護保険制度による住宅改修費の支給
　76件
　　（令和5年11月支給分まで）

今後も要支援・要介護高齢者の在宅での
自立生活の維持・向上や介護者の介護負
担の軽減を図るため、住宅の改修・整備
を促進する。

高齢介護課

① 住環境の整
備の促進

重度身体障害者や要支援・要介護高齢者
の在宅での自立生活の維持・向上や介護
者の介護負担の軽減を図るため、住宅改
修を促進します。

④ 子どもの貧
困対策の推進



個別施策 施策内容（計画記載） 令和４年度（実績） 令和５年度（見込） 課題・今後の方向性 所管課

「島本町バリアフリー基本構想」や「大阪府
福祉のまちづくり条例」等に基づき、ユニ
バーサルデザインの考え方のもと、誰もが
利用しやすい公共施設や民間施設の整備
を推進します。

◆水無瀬川緑地公園において、既設の複
合遊具の撤去を行い、新たにユニバーサ
ル複合遊具の設置を行った。
◆若山台公園、柳原公園に新たに健康遊
具の設置を行った。

町の管理する公園において、段差解消な
どのバリアフリー化や、ベンチの設置な
ど休憩場所の確保・充実を図る。

大型開発に伴う、ＪＲ島本駅の乗降客数
増加を始め、影響する各インフラ施設へ
のバリアフリー化を踏まえた様々な対策
について、引き続き、検討するととも
に、地域住民が安心して利用できるよ
う、公共施設の整備を実施する。

都市計画課
都市整備課

道路や歩道等の段差を解消し、地域住民
が安心して移動できる道路のバリアフリー
化を推進します。

◆町道水無瀬青葉２号幹線において路面
の起伏や横断的な急勾配を解消及び舗装
の補修を実施。
◆町道百山１２号線において、道路の拡
幅や歩行空間の整備等道路の改良工事を
実施。
◆歩行者の更なる安全性の確保を目的と
して、町道広瀬桜井幹線において歩道の
拡幅を実施。
◆起伏や横断的に急勾配の箇所がある町
道水無瀬青葉１号幹線において、交通に
支障をきたさない道路とするため工事の
実施設計を実施。

◆町道水無瀬青葉１号幹線において、起
伏や横断的に急勾配を改修し、交通に支
障をきたさない道路への改良を実施。
◆町道水無瀬山崎幹線において、歩行者
が安全に通行できるよう歩道の凹凸部分
の補修を実施。

地域住民が安心して移動・通行ができる
よう、道路のバリアフリー化を推進す
る。

都市計画課
都市整備課

高齢者・障害者とその介助者、妊婦の方等
が公共施設に出かけることを支援するた
め、町内を巡回する「福祉ふれあいバス」
を運行します。

運行日数：263日
バス乗車数：23,028人
※令和4年度は新型コロナワクチン接種
のため臨時運行を20日実施。

運行日数：154日
バス乗車数：15,028人
　（令和5年10月末時点）
※令和5年度は新型コロナワクチン接種な
どのための臨時運行を10日実施。

継続して実施する。

高齢介護課

タクシー・介護タクシーの利用料の軽減の
ため、高齢者と重度障害者に対する移送
サービス（タクシー代助成）を実施します。

移送サービスを実施。
　　→障害者 　  69人
　　→高齢者 　209人

移送サービスを実施。
　　→障害者 　  52人
　　→高齢者 　162人
　（令和5年11月末支給分まで）

継続して実施する。

福祉推進課
高齢介護課

③ 移動の利便
性の向上

② 公共施設・
道路等のバリア
フリー化
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